
 

審査請求書 

令和  年  月  日  

 

（宛先）前橋市長 

審査請求人 

 

（住  所）  前 橋 市 大 手 町 二 丁 目 １ ２ — １  

 

（氏  名）  前  橋  太  郎        

 

（電話番号）  ０ ２ ７ － ２ ２ ４ － １ １ １ １   

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 審査請求に係る処分の内容 

  前 橋 市 長 の 令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 付 け の 審 査 請 求 人 に 対 す る ○ ○ 処 分  

 

 

２ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

  令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日  

  

 

３ 審査請求の趣旨 

「 上 記 １ 記 載 の 処 分 を 取 り 消 す 。」 と の 裁 決 を 求 め る 。  

 

 

４ 審査請求の理由 

  上 記 １ 記 載 の 処 分 は 、・ ・ ・ ・ ・ ・ の 点 で 、 ○ ○ 法 ○ 条 の 規 定 に 違 反 し て い る

か ら 違 法 で あ る 。 ま た 、・ ・ ・ ・ ・ ・ の 点 で 、・ ・ ・ ・ ・ ・ で あ る か ら 不 当 で あ

る 。  

 

   

 

（ 記 載 要 領 ）審 査 請 求 の 対 象 と な る 処 分 が 特 定 で き る よ う 、「 い つ 、誰 に 対 す る 、

ど の よ う な 処 分 」 か を 具 体 的 に 記 載 し て く だ さ い 。  

（ 記 載 要 領 ） あ な た が 、 上 記 １ 記 載 の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 （ 処 分 通 知

書 を 受 け 取 っ た 日 等 ） を 記 載 し て く だ さ い 。  

（ 記 載 要 領 ） あ な た が 審 査 請 求 の 裁 決 に よ っ て 求 め る 結 論 を 明 確 か つ 簡 潔 に 記

載 し て く だ さ い 。  

（ 記 載 要 領 ） 上 記 ３ の 審 査 請 求 の 趣 旨 を 裏 付 け る 根 拠 と し て 、 上 記 １ 記 載 の 処

分 が な ぜ 違 法 又 は 不 当 で あ る の か 等 、 あ な た の 主 張 を 具 体 的 に 記 載 し て く だ

さ い 。  

記載例 

※  審 査 請 求 人 が 法 人 の

場 合 は 、 所 在 地 及 び 名

称 の ほ か 、 代 表 者 の 住

所 及 び 氏 名 を 記 載 し た

上 で 、 代 表 者 等 の 資 格

を 証 す る 書 面 を 添 付 し

て く だ さ い 。  

次 の 日 付 を 記 載 し て く だ さ い 。  

・ 窓 口 で 提 出 す る 場 合 ⇒ 提 出 日  

・ 郵 送 で 提 出 す る 場 合 ⇒ 郵 送 日  



５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

  「 こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か

ら ３ 月 以 内 に 前 橋 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。」 と の 教 示 が あ

っ た 。  

 

 

 

 

 

６ 添付書類、証拠書類等  

 

 

（ 記 載 要 領 ） 処 分 通 知 書 に 教 示 文 （ 審 査 請 求 を す る こ と が で き る 旨 、 審 査 請 求

す べ き 行 政 庁 及 び 審 査 請 求 期 間 を 記 載 し た も の ） が あ る 場 合 は 、 そ の 内 容 を

記 載 し て く だ さ い 。  

※  審 査 請 求 書 に 処 分 通 知 書 を 添 付 す る 場 合 は 、「 添 付 し た 処 分 通 知 書 に 記 載

さ れ た 教 示 文 の と お り 。」 と 記 載 す る こ と も で き ま す 。  

※  法 人 の 代 表 者 等 の 資 格 を 証 す る 書 面 や 委 任 状 、 又 は 処 分 通 知 書 や あ な た の

主 張 の 根 拠 と な る 証 拠 書 類 等 を 添 付 す る 場 合 は 、 こ ち ら に そ の 書 類 名 を 記 載

し た 上 で 、 審 査 請 求 書 に 添 付 し て く だ さ い 。  


